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Ⅰ 「第１班」調査概要

１ 調査期間

平成１４年４月２２日～５月３日

２ 調査先

スイス（バーゼル：国際会議「アフター９月１１日に原子力と民主主義

を再考する」出席）

ドイツ（連邦経済・産業省）

フランス（経済・財政・産業省、ラ・アーグ再処理施設）

ベルギー（エネルギー持続的発展省）

ヨーロッパ委員会（エネルギー担当局）

３ 調査内容

○スイス ４月２６日から開催された、国際会議 アフター９月１１日」『「

に原子力とデモクラシーを再考する』に出席、原子力政策の意思

決定プロセス等について資料収集

○ ドイツ 連邦経済・産業省（ＢＭＷｉ）訪問

、 、ドイツの原子力政策 主に原子力発電所全廃決定のいきさつ

電力自由化の動向、エネルギー政策決定プロセス（国民意思反

映の仕組み）等聞き取り調査

○ フランス 経済・財政・産業省訪問

フランスのエネルギー政策調査、主にエネルギーにおける原

子力の位置付け、電力自由化の動向、エネルギー政策の決定プ

ロセス等聞き取り調査

ラ・アーグ再処理工場視察 地元自治体首長との意見交換

○ ベルギー エネルギー持続的発展省訪問

ベルギーのエネルギー政策調査、主に原子力発電からの撤退

決定のいきさつ等聞き取り調査

○ ヨーロッパ委員会 「未来へのエネルギー：再生可能エネルギー資源

－ＥＵの戦略と行動計画のホワイトペーパー 」の調査、主

に、ホワイトペーパー作成過程の議論、ＥＵ加盟国の政策との

関連等聞き取り調査
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① スイス（国際会議）

○ 『 アフター９月11日」に原子力とデモクラシーを再考する』「

１ 会議の性格について

○ 主宰がＩＰＰＮＷ（核戦争防止国際医師の会）であることもあり、脱原発を

主張する方々が多く集まった会議。

○ スイスの原子力規制当局など原子力行政に携わっている方や、フランス国防

省、さらには事故の民事的研究を行っているベルギーの弁護士など多彩な方々

がプレゼンテーターとして参加していた。

２ 会議の内容・主な意見について

○ 会議では様々な方々の意見を聴くことができ、９月１１日のテロを契機に持

ち上がった原子力に関する議論を鳥瞰できた。

【 】主な意見

９月１１日の出来事は日本にとってショックな出来事だったが、日本において○

リスク評価を再考することは行われていない。このことは日本政府が構造的な欠

陥を持っているということを示している （飯田哲也氏）。

９月１１日のテロ後、原子力施設の対テロについての研究がなされてきたが、○

結論はどのような技術を持ってしてもテロは防げないということだ。

ラージ（ラージ・アソシエート社 民間調査会社 イギリス）ジョン・

○ テロ事件後、保険契約の見直しが行われ、結果として再保険において①カバー

する額が減った、②保険に対する公共、民間資金の投資が盛んになり、③７日間

の通知期間をおけば解除できる（従来６ヶ月前に通知）ことになった。このよう

な状況で、保険料は高くなり、十分な補償を行うためには大きな問題になってお

り、解決は難しい。

（ ）トム・バーデン ベルギー 弁護士：事故に対する民事的研究を行っている

○ 原子力施設で一番安全なのは軍事用施設であるので、それを民間施設に適用す

ることも考えている。ただし、テロリストの脅威をあまりに強調しすぎて警察国

家になってはいけないと考えている。

（ ）ピエール・コネッサ フランス国防省顧問
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３ 会議の概況

◆ 会 期：２００２年４月２６日（金）～２７日（土）

◆ 会 場：スイス バーゼル市 ラディソンＳＡＳホテル

◆ 主 催：PSR／IPPNWスイス支部、ドイツ支部、日本支部

◆ 参 加 者：６６名（出席者名簿登載人数）

主としてスイス、ドイツ等のヨーロッパ諸国のほか、アメリカ、オ－

ストラリア等からも参加。日本からの参加者は以下の７名。

・村田光平氏（東海学院大学教授、元在スイス日本大使）

・飯田哲也氏（環境エネルギー政策研究所所長）

・伴秀幸氏（原子力資料情報室共同代表）

・竹本和幸氏（柏崎・刈羽住民投票の主たる推進者、元新潟県刈羽村

村議）

・福島県エネルギー政策検討会事務局より３名

◆ 内 容

（４月２６日）

○ 第１部 環境と社会に対する影響／リスクアセスメントの手法

○ 第２部 原子力政策の意思決定－意思決定プロセスに関わる様々な人々への可

能性と障害

○ イブニング・ラウンドテーブル・ディスカッション

－民主主義国家における原子力エネルギー

（４月２７日）

○ 第３部 原子力のリスク－事前と事後の方策

○ 第４部 原子力段階的廃絶政策の実施

※ 日程の都合により、第４部は欠席

◆ 要 約

○ 会議開催の挨拶：アンドレーアス・ニデッカー教授

（PRS/IPPNWスイス支部前支部長）
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ＩＰＰＮＷは核兵器廃絶に向け努力しており、原子力発電もプルトニウムを使う

ので反対している。この会議は相互理解を深めることを第一とし、原子力に批判的

な人も推進する人も来ているが、そのことが重要であり、現実的議論ができるもの

と期待している。本日はチェルノブイリのメモリアルデーであり、原子力利用と民

主主義との問題で何が許容できるのか、原子力規制当局はテロに対してどのような

見解を持っているのか、対テロに対して守ることができるか、軍事力を使うとすれ

ば民主主義はどのようになるのか、等につき有意義な議論がなされることを希望し

ている。

１ 第一部：環境と社会に対する影響／リスク・アセスメントの手法

セッション議長：アブラハム・ベアール教授（IPPNW共同会長、フランス）

【５人のプレゼンテーターの主な意見】

○ アンジェリカ・クラウセン博士（IPPNWドイツ支部長）

◆ 核エネルギーと民主主義は対立する概念だと思う。核エネルギーの平和利用

が叫ばれ、リスクは常に隠されてきた。

◆ ＩＡＥＡは多くの事実を隠蔽してきている。ＩＡＥＡはなぜ誤った報告をす

るのか。それは原子力エネルギー賛成の立場の科学者が委員会に入っているか

らだ。

○ 飯田哲也 （再生可能エネルギー政策研究所所長：日本）

◆ ９月１１日の出来事は日本にとってショックな出来事だったが、日本におい

てリスク評価を再考することは行われていない。このことは日本政府が構造的

な欠陥を持っているということを示している。

◆ この数年に、製薬、ＢＳＥ、銀行破綻などで数多くのスキャンダルがでてき

ている。原子力においても再処理工場が六ヶ所村において未だに建設されてい

る。専門家たちが不合理な論理をかざし、例えばエネルギーで原子力コストは

安い→ 実際は高い、原子力のリスクはコントロールできる→実際はできない

などと言っているが、市民は力が弱く対抗できないでいる。

◆ しかしながら、新たなイニシアチブをとる動きもでてきている。福島県は１

０基の原子炉が稼働しているが、昨年２月に国策である国のエネルギー政策の

見直し作業に入った。

◆ 電力会社も自由化の進展により原子力から撤退しつつある。ここ数年電力会

社は投資削減、人件費の削減などを行い、政治から離れ経済的な判断をするよ

うになっている。



6

４月２６日 バーゼル国際会議の様子
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○ マイケル・シュナイダー（ワイズ・パリ主宰）

◆ 私たちは独立した専門家（科学者：利害関係から離れた）であり、いわゆる

“シチズン・サイエンティスト”であるが、この定義は①公的利益を追求する

科学者で、②独立した研究をし、社会を産業界から（国の機関からも）守るも

のである。

○ ジョン・ラージ（ラージ・アソシエート社 イギリス）

、 、◆ ９月１１日のテロ後 原子力施設の対テロについての研究がなされてきたが

結論はどのような技術を持ってしてもテロは防げないということだ。

◆ 原子力施設に突入する確率はゴルファーがホールインワンする確率７０００

万分の１に似ている。しかし事故が起きれば、その影響は計り知れない。潜在

的なリスク 評価が必要で、原子力施設の設計は事故が起きると想定する必要

があり、ギャンブラーと同じ安全評価ではいけない。

○ トム・バーデン（ベルギー 弁護士：事故に対する民事的研究を行っている）

◆ ９月１１日のテロにより保険業界にどういう影響があったのか。テロによる

損害は９００億ドルに上り、補償額は３００～６００億ドルに上った。過去最

大は天災で１９９２年のハリケーンアンドリューで被害総額３００億ドル、保

険金総額１５５億ドルであったことを考えると、その規模が分かる。

◆ 原子力の事故と補償については、補償にあっては適合原則があり “責任に、

ついては全てカバーされなければならない”ので事業者は保険をかけていなけ

ればならない。補償は核物質の輸送についても当てはまる。免責事由として、

戦争及び異常な自然災害が上げられるが、今回のテロにともない条約の見直し

作業が行われており、その改正の方向性としてこの免責事由にテロは該当せず

責任を持つことになる。求償権はあってもテロリストにそれを求めても無理で

ある。

、 、◆ 事業者は保険をかけることになるが この保険は一つの保険会社では無理で

原子力保険プール（各国ごとにある）により再保険制度を行うことになる。

７０年代までこの再保険制度はうまく機能していたが、９月１１日のテロ事件

で、ロイド等大きな保険会社は大変な保険額を払わなくてはならないというこ

とで、多くの契約を解約した。保険者と被保険者との話し合いがもたれ、結果

として①カバーする額が減った、②公共、民間資金の投資が盛んになり、③７

日間の通知期間をおけば解除できることになった。このような状況で、保険料

は高くなり、十分な補償を行うためには大きな問題があり、解決策は難しい。
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２ 第二部：原子力政策の意思決定

ー意思決定プロセスに関わる様々な人々への可能性と障害

セッション議長：村田光平（比較文明論教授 元在スイス日本大使 日本）

○ 議長の冒頭発言

◆ 日本の原子力政策の現状について見ると、日本は多くの重大な事故から教訓を

学んだとは言えず、依然原子力推進政策を続けている。日本という唯一の原爆被

爆国が、このようなことをしていることは大変な皮肉と言わざるを得ない。現在

５３基の原発を抱えた日本は、国家の安全保障の観点からも、最も脆弱な国とな

ってしまった。

◆ 日本の原子力政策は、エネルギー源の不足に対処するために貢献してきた。し

かし、この巨大技術の致命的な欠点を目の当たりにし、政策転換の必要性につい

ての認識は高まりつつある。しかしながら原子力政策の変換は至難であり、その

ため計り知れない危険に日本は晒されている。

◆ 私は市民社会が、原子力政策の決定過程において不可欠な役割を果たすと確信

している。このことは人間社会の決定要因に変化が見られ出したことを反映して

いる。つまり、知性から感性へ、権力から哲学へ、技術から直観へ、専門家から

市民への重要性の転換である。

◆ 国際社会が取り組むべき３つの課題につき述べたいと思う。一つ目は原子力エ

ネルギーに関する基本的な事実、即ち安全確保のために必要な全てのコストを計

算に入れる価格の内部化が実施されれば、原子力利用は商業的に成り立たないと

いうことを周知させることだ。二つ目は既存の原発に対する国際的な管理強化の

必要性である。国家主権は、必要な調査を受けることを拒否する口実にはもはや

なり得ない。破局的な事故が起きれば、それは一国にとどまらず、世界を破滅す

ることにもなり得るからだ。三つ目の点は文明間の対話に関することである。原

子力の問題はエネルギー消費を減らすような我々の生活スタイルの変化を視野に

入れて対処していかねばならない。

【５人のプレゼンテーターの主な意見】

○ ヴォルフガング・イェシュキ博士（スイス連邦原子力安全検査局前局長・理事）

◆ スイスで新しい核エネルギー法を作るとなると、まず①大臣からの提案があ

、 （ ）、 、 、 、り ②専門家が検討 法的検討も含め ③各州 政党 環境保護団体で検討

④ヒアリングを実施して連邦理事会にかける、⑤連邦議会にかけ住民投票、と

いう手順を踏む。原子力安全管理局（ＨＳＫ）は原子力の安全管理と安全のた

めの情報提供を行うところで技術的に規制するだけである。
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○ トービヤス・ミュンヒマイヤー（グリンピース・インターナショナル）

◆ ＮＧＯの役割として原子力政策に直接働きかけることは今のところないが、

エネルギー政策となれば大変大きな役割を果たしている。

◆ ＮＧＯは原子力発電所の進展程度により、その取り組み方を変えている。タ

イプＡはこれからも増設しようという国である（フィンランドのような 。こ）

のような国には科学的専門家を招聘し、反対運動を進める。タイプＢは増設は

しないが、脱原発には向かっていない国で、スペイン、フランス、イギリスが

これにあたる。ここでは、ＮＧＯは世論形成を活発に行い、政党などで科学的

議論を深めることをしている。タイプＣは脱原発のプロセスにある国で、スウ

ェーデン、ドイツ、ベルギー、オランダなどでＮＧＯの影響を受けてきたもの

と考えており、今後も監視を続けていく。タイプＤは原発のない国で、ここで

はＮＧＯの役割はあまりないが、今でもオーストリアのように問題が出てくる

と働きかけている。

○ ピエール・コネッサ（フランス国防省顧問）

◆ ９月１１日のテロ事件により、フランスの国防上から核エネルギーを考える

時、３つの問題が明らかになった。

１ テロは色々な形で実行されるため、菌の培養、化学コンビナートの爆破な

ど様々なケースを想定し、テロによる破壊活動の影響を再検討するようにな

った。

２ 民間で行われていることについて、どうやってセキュリティを確保するか

原子力発電所は化学工場より安全ではあるが、リスクには考慮しなくてはな

らない。原子力施設で一番安全なのは軍事用施設であるので、それを民間に

適用することも考えている。

３ 軍事的な防衛においてロケットや航空機をどのように扱うか

即刻判断しなければならないし、誰が判断するかなどについて、安全性を確

保するのは難しいが、検討しなければならない。禁止区域を指定することも

有効であろうが確かなシナリオはない。

◆ フランスでは一つの企業との連携を考え、新しい機関が設立された。また、

軍による民間施設の保護も開始された。ただし、テロリストの脅威をあまりに

強調しすぎて警察国家になってはいけないと考えている。

○ ペーター・シュタイナー（スイスの市民運動家：原子力導入に関するニートヴァ

ンデンの意思決定委員長）

（ 省 略 ）
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３ イブニング・ラウンドテーブル・デスカッション

－民主主義国家における原子力エネルギー 司会：マイケル・シュナイダー

（ ）セッション参加者：オリビエ・ドゥルーズ ベルギーエネルギー持続的発展大臣

ジャン・フランソワ・コリン

（ ）フランス環境大臣ドミニク・ヴォワネ大臣室主席事務官

竹本和幸（柏崎・刈羽住民投票の主たる推進者）

レベッカ・ハーン

（ニーダーザクセン州議会、緑の党会派代表）

ゲアハルト・ローラー（ビンゲン工業大学教授 ドイツ）

【参加者の主な意見】

○ フランソワ・コリン

◆ フランスでは原子力政策の決定は内閣で行い、経済大臣が決定する。環境省

の大臣は緑の党から出ているが孤立しており、再処理についても環境にも経済

的にも利益はないと主張しているが通らなかった。情報公開も専門家の意見を

聴く形はとっているが十分ではない。

○ オリビエ・ドゥルーズ

◆ ベルギーの原子力廃止の決定は、次の政権が決めれば無効にすることも可能

であるが、需要重視の経営からいけば原子力は電力から消えると考えている。

○ レベッカ・ハーン

◆ ドイツの原子力からの撤退決定については、満足はしていないが失望もして

いない。原子力の脅威に対する運動を継続していく。

○ 竹本和幸

◆ 刈羽村では素晴らしい住民投票を成功させた。ラピカの不正事件は原子力発

電所建設に伴う問題を目に見える形で明らかにすることができた。

◆ 住民はこれまで一度も原発建設の政策決定に参画できなかった。

３ 第三部：原子力のリスク ー事前と事後の方策

セッション議長：ミッシェル・フェルネ教授（医学博士 IPPNWスイス支部長）

○ 基調スピーチ（デヴィド・ワーラー ＩＡＥＡ管理局副長官 オーストリア）

◆ ９月１１日以降、ＩＡＥＡでは原子力の安全性向上のため、特別総会を開催

し、１５０万ドルの資金を調達し、そして１１月にはアクションプランを作成

した。このプランはまず想定される４つの危険、①原爆の盗難、悪用、②プル

トニウムを使った核兵器の製造、③放射性廃棄物の悪用、④テロ・内部サボタ
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ージュによる物理的攻撃を挙げ、それに対し前提条件として、ａテロリストに

よる重大な危険が増大、ｂ多人数の集合場所での攻撃を設定し、核施設が攻撃

にさらされる確率、可能性を検討し、具体的なアクションプランを作った。

○ エド・ライアン（ワシントン核制御研究所 理事 アメリカ）

◆ ９月１１日のテロ事件以降、アメリカは近視眼的な話しかしていない。ビジ

、 。ネスも原子力産業も今まで通り活動しており 事件の教訓が生かされていない

◆ アメリカでは警備体制のテストが行われている。Operation Safeguard Resp

onse Evalution（ＯＳＲＥ）と呼ばれるもので、このシュミレーションの情報

が攻撃側にわたると大変であるが、実際のシナリオからいくと原子力発電所は

多重防御とはいっても、複数の機器が破壊されればメルトダウンを起こす。

◆ ＮＲＣの所長は「トラックが原子力発電所に突入すれば、１５～２０％の確

率で成功する」と発言している。内部の者の破壊工作に限っていえば、アルバ

イトの雇用（労働者）が頻繁に発電所内へ侵入している。ロシアのミナトムで

はプラント工場長がプルトニウムを不正入手した。ＮＲＣは２０日以内に最大

の警備を行うようにと勧告したが、５か月もたった今でも十分ではなく、警備

員の多くが残業している。燃料プールや輸送には危険がつきまとっている。ま

た、アメリカでは１日１個放射性物質のソースを失っている。

（ ）※ ＮＲＣ Nuclear Regulatory Commission

（ ）○ キース・バーバストック 薬学博士：ＷＨＯ 健康と放射線の地方アドバイザー

◆ ９月１１日以降、放射性ヨウ素は大量に生産されるようになった。チェルノ

ブイリでは１５歳の子供たちの間で２０００以上の甲状腺癌が発生している。

チェルノブイリには１９９２年から２０００年までに医療支援など５６億ド

ルが投下されたが、まだ少ない。

○ イアン・フェイリー（環境放射線問題コンサルタント イギリス）

（ 省 略 ）

○ 伴秀幸（原子力資料情報室共同代表）

◆ 東海村のＪＣＯ事故後、地元自治体が原子力の村という看板を下ろした。
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② ドイツ連邦共和国

調査日時 平成１４年４月２４日（水）

相手方応対者 Dr ホルスト・シュナイダー

ドイツ連邦経済・産業省

（ ）第二課長 原子力政策担当

１ 原子力政策の行方

２００２年２月に成立した 「改正原子力法」により、ドイツは脱原発の道を歩、

みだした。即ち、新規原子力発電所及び再処理施設の建設、運転許認可を中止し、

原子力発電所は全て 基本的に運転開始から３２年に運転期間を制限し、再処理の

ための使用済燃料の輸送は２００５年７月１日をもって中止とした。原子力発電所

の運転停止については、運転残存期間の転用を可としたことにより、一定の猶予期

間が得られたともいえる。

この決定について電力産業側は、新規原子力発電所の建設が行われなくなったこ

とに対しては不満を表明しているものの、度重なる使用済燃料の輸送を巡るトラブ

ルで十分な発電が行われなかった今までの状況が改善されるということでやむを得

ぬ選択としている。ドイツでは緑の党の急進派がこの妥協により緑の党から離党し

ており、ＳＰＤ（社会民主党）や野党はこの問題を蒸し返して、これら緑の党の急

進派を起こすことのないようにしたいと考えており、当分の間この原子力からの撤

退については覆らない見込みである。

核廃棄物の処理については、再処理のための使用済燃料の輸送は２００５年まで

となり、現在は中間貯蔵を中心としている。高レベル廃棄物の最終処分場の完成は

２０３０年を目標に進めている。

２ 電力自由化の動向

ドイツの電力市場は、１９９８年４月末より全面自由化を開始。自由化以降、産

業用需要家向けの電気料金は急速に低下（平均で２～３割）し、家庭用料金も１９

９９年８月、ＲＷＥ社の料金引き下げに伴う顧客加入開始に端を発し、従来の各社

供給区域を超えた顧客獲得競争に突入し、料金レベルも２割程度低下した。

しかし、２０００年４月と５月にそれぞれ成立した再生可能エネルギー促進法と

、 。 、 、コジェネ保護法により 電力会社の負担が増加 このため同年９月以降 ＲＷＥ社

ＥｎＢＷ社などが相次いで料金値上げを行ったため、２０００年末にかけて料金は

上昇、その後は横這いを続けている。

全面自由化後、競争力強化を目的とした電力会社の合併、国外企業との協力の動

きが活発化し８大電力体制から４大電力グループ体制へ移行した。フランス電力公

社（ＥＤＦ）の株式取得やスウェーデン電力会社（Ｖａｔｔｅｎｆａｌｌ）の資本参加など、

国境を越えた再編が行われている。
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３ エネルギー政策決定プロセスについて

エネルギー政策の立案は基本的に連邦経済・産業省（ＢＭＷｉ）が行うが、ドイ

ツでは政党の政策形成能力が高く、政党の政策に左右されるため、何事も政治化す

る傾向が強い。この政治的な争いを避け調整を図るため、法的措置以前に関係者間

の合意形成としてエネルギーコンセンサス会議（コンセンサス会議とはいっても利

害関係人のネゴシエーション会議）を行っている。

１９９３年 原子力法改正（直接処分を可能とする）のためのコンセンサス会議

（ 、 ）１９９８年 脱原子力政策ためのコンセンサス会議 政府 電力事業者間年４回

その他、ドイツの特徴としては、連邦参議院が州政府の閣僚から構成されている

こと、州政府の行政執行権限が強いことから、州政府が連邦のエネルギー政策に影

響力を有する （Heese州のハナウＭＯＸ加工工場は州許認可当局により閉鎖）。

４ 地球温暖化への取り組み

ドイツの京都議定書での総温室効果ガス排出削減目標は－２１％であったが、統

合された東ドイツの旧式火力発電所の改修などが進んだため、１９９９年の基準年

１９９０年からの伸びは－１８．７％で、目標値まであと２．３％の段階に達して

いる。

ドイツ議会は２００２年１月１８日にＣＨＰ（Combined Heat and Power: 熱電

併用）の大規模な支援法案を承認した。これは、ＣＨＰの普及のために商用送配電

網へのＣＨＰ発電電力の売電と新規ＣＨＰ発電プラントの建設に２０１０年まで４

５億ユーロを助成するものである。

さらにドイツは風力発電の拡大に力を入れており、２００２年１月２９日、政府

は今後２５年間で風力発電を大幅に拡大する計画を発表した。トリッテン環境大臣

によると、これは２０３０年までにバルト海及び北海で、２，０００～２，５００

万ｋＷの海上風力発電を建設することを中心として、１９９８年現在の電力需要の

１５％を供給しようとするものである（陸上の風力発電による１０％を加えると、

総電力需要の４分の１ 。）

５ その他特記事項

原子力発電からの撤退にあたり、原子炉の廃炉の問題があるが、ドイツでは私有

財産である原子力発電所を廃炉にすることは私的財産の没収であり、憲法上からみ

ても補償が必要であるという議論が行われた。法的な検討における専門家の主な意

見は６通りにもなり、分厚い報告書が作成され、廃炉は２５年後か４０年後かでも

議論された。何事も徹底した議論を好むドイツ人らしいエピソードである。
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③ フランス共和国

調査日時 平成１４年４月３０日（火）

相手方応対者 ステファン・グリ

フランス経済・財政・産業省

原子力課課長

１ 原子力政策の行方

フランスは、１９７３年の第一次オイルショックを契機に、エネルギーの対外依

存度を軽減し供給の安定を図るために、石油代替エネルギーの中心を原子力に置い

たエネルギー政策を強力に推進してきた。１９７３年から比べて２００１年には、

エネルギー自給率を２６％から５０％に増加させている。現在５６基の原子力発電

所があり（６，２６７万ｋＷ：ＰＷＲ 、総発電電力量に占める原子力の割合は、）

約７６％である。昨今、国内電力需要が予想に比べ鈍化しており、発電設備は過剰

気味であることから、新規原子力発電所の建設計画はなく、余剰電力の輸出が盛ん

に行われている。その利益は毎年３０億ユーロに上る。

（ 、 ）原子力の研究開発は国の原子力庁 ＣＥＡ：職員約１万人 予算約１５億ユーロ

が中心になって進められてきたが、その商業化・産業化は、核燃料サイクル事業を

ＣＥＡの子会社のコジェマ社が行う一方、原子炉の製造については主にフラマトム

社が携わってきた。２００１年１月フラマトム社は自社とドイツのシーメンス社の

原子力部門を統合し、共同子会社フラマトムＡＮＰ社（フラマトム66％、シーメン

ス34％）を発足させた。さらに２００１年９月には、事業再編第二弾として、フラ

、 （ ） 、マトムグループは 新たに創設された持ち株会社アレヴァ社 ＡＲＥＶＡ の下に

核燃料サイクル企業・コジェマ社グループ（ＣＯＧＥＭＡ）原子力庁持株会社ＣＥ

Ａ－アンデュストリ関連企業とともに整理・統合された。ＡＲＥＶＡ社の資本構成

はＣＥＡが78.96％、政府が5.19％などと、大部分が国の関連機関及び国有企業が

所有している。このように、フランスでは原子力をまさに国策として押し進め、世

界の原子力市場に勢力を伸ばしている。

＜ＡＲＥＶＡ社の概要＞

・ 総従業員 約４５，０００人 年間売上高１００億ユーロ

・ 人事 取締役会長 ＣＯＧＥＭＡローベルジョン会長

監査役会会長 ＣＥＡ（原子力庁）コロンバニ長官

・ 事業方針 今後、原子力市場の拡大が見込まれる中国・米国・日本

をマーケティング対象にしている

核燃料サイクル政策については、本格的な再処理路線をとっているが、高速増殖

炉スーパーフェニックスは廃止、現在はフェニックスで試験・研究を行っているの

み。スーパーフェニクスの廃止は社会党と緑の党の連立政権ができたことによる面

もあるが、財政的にも巨額なコストがかかるスーパーフェニックスをウラン燃料が
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安価で手に入る現状で続ける意味が薄れたことも大きな要因である。また、直接処

分の検討も始まっている。

＜国内の主な再処理施設＞

・ ラ・アーグ再処理工場（ＵＰ２、ＵＰ３：ともに８００トンＵ／年）

・ ＭＯＸ加工工場（メロックス １１５ｔＨＭ／年、カダラッシュ ３０

ｔＨＭ／年）

２ 電力自由化の動向

フランスにおいて電力需要の30％を占めている大口需要家は100％自由化されて

いる。これ以上の市場解放スケジュールも進行中であり、企業は数年後にはマーケ

ットを100％解放しなければならない。フランス電力は１社で非常に強いが、一方

的に輸出しているわけではなく、フランス国内均一の電力料金の維持は堅持したい

と考えている。

３ エネルギー政策決定プロセスについて

フランスでは原子力については、総括的な法律はなく、エネルギー全般に関する

包括的な法律もない。行政が強い決定権を有している。２００１年夏に法案が出さ

れたが、その法案の内容としては、一般国民のアクセスを確保し、政策が一般国民

、 。に分かり易いものであるようにするものであるが 原子力ＰＡに力点を置いている

これとは別に、経済・産業的課題であるが、原子力の競争性を確保するために、

様々な組織による原子力の施策の評価が行われており、これは国民的議論の場の提

供に役立っている （首相からのオーダーによる評価や、国会議員の評価（バタイ。

ユ議員の「使用済燃料の長期貯蔵の可能性」など 、国家評価委員会（ＣＮＥ）に）

よる評価など ）。

議会のエネルギー政策決定についての関与は議会内のＯＰＥＣＳＴ（科学技術選

択評価局）等によって、行政へ報告書を提出することによって関与している。

この他、１９９４年３～１２月にかけて実施されたエネルギーと環境に関する全

国討論の結果を受けて、大型公共事業の公開ヒアリングの実施とともに、エネルギ

ー政策の民主化・透明化のため議会においてエネルギー会議を実施することになっ

た （政策決定に対する強制力はなく、ＰＡ的なもの）。

４ 温暖化対策について

原子力の比重が高いこともあって、フランスの温室効果ガス排出量は基準年より

僅かに低い状況にある。フランス議会は２００１年１２月に政府の国家気候変動プ

ログラムの中心となっていたエネルギー税導入法案を採択したが、憲法に抵触する

ものとして無効とされた。その後一般汚染活動税のＣＯ２への課税対象拡大など検

討していたが、２００２年春の総選挙を前に見送られた。
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【高速増殖炉スーパーフェニックス】

【ラ・アーグ再処理工場】
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５ その他特記事項

保守系政党であるフランス民主連合（ＵＤＦ）と共和連合（ＲＰＲ 、及び共産）

党は原子力推進である。社会党は１９８１年の政権獲得まで原子力廃止を唱えてい

たが、政権就任後、原子力維持に方針変更した。反対政党としては「緑の党 「エ」、

コロジスト世代 「独立エコロジスト運動」等がある。１９９７年６月の国民議会」、

選挙で環境保護政党は社会党と選挙協力し、社会党を中心とする左翼政党が過半数

の議席を獲得し左翼連立内閣が成立した 、緑の党は国土整備・環境大臣にドミニ。

ック・ヴォワネ代表を送り出した。スーパーフェニックスの廃止決定は、これが大

きな要因であったと言ってよいであろう。

原子力世論調査においては、原子力賛成が過半数を占めている。これは、１）フ

ランスではスリーマイル島事故のようなマスコミを賑わすような事故が発生してい

ない、２）核保有国で、独自の核戦略を展開しているため、国防にからんだ原子力

反対はない、３）フランス国民の中に、エネルギー自給への希望が強い、４）現在

、 、の安く経済力の高い 雇用が創出されている電気をフランス国民が受け入れている

等の理由からと考えられる。
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○ ラ・アーグ再処理施設

平成１４年４月２９日

コジェマ側対応者：ギィ・ブスケ（アレバ日本代表 ラ・アーグ前副工場長）

フィリップ・ジレ（コジェマ計画部ディレクター）

（ ）アンリ・ジャック・ノー コジェマＰＡ部門マネージャー

外

１ ラ・アーグ施設概要

敷地面積 300ｈａ（工場立地地はコタンタン半島の先端に位置し、シェルブー

ル市（潜水艦の製造を行っている海軍工廠がある）から20Km西部、周辺地域

に主だった産業はなく、緩やかな丘陵地帯にある ）。

従業員数約6000名（うちコジェマ社職員約3000名）

再処理能力 年間1600ｔ （２つの工場ＵＰ２、ＵＰ３各800ｔ）

これは90～100基の原子炉から毎年取り出される使用済み燃料の量に相当

運転開始 ＵＰ２：１９６６年（１９８７年からは軽水炉の使用済み燃料のみを

再処理 、ＵＰ３：１９８９年）

２ 使用済燃料の輸送

使用済燃料は日本、オーストラリア分は海から、ヨーロッパ各国からは鉄道で

、 （ ）。バローニュ・ターミナル駅まで到着 その後トラックで送られてくる 約40Km

輸送中の責任はフランス政府が負っている。

３ 再処理工場の作業

搬入用の施設では、遠隔操作により湿式又は乾式の方法によりキャスクから受け

入れられる。その後バケットに収納され３年間冷却プールに貯蔵される。プールは

４つあり貯蔵容量は14,000ｔである。

再処理はＵＰ２、ＵＰ３の２施設で行われる。ＵＰ２は１９６６年、ＵＰ３は１

、 、 。９８９年運転開始 稼働能力は徐々に上がってきたが 昨年度より減少傾向にある

これは注文が少なくなってきたことによる。ＵＰ２はＵＰ３の完成により、フラン

ス国内の使用済燃料専用となった。ＵＰ２はＭＯＸ燃料も処理している。再処理の

方法は貯蔵プールから取り出した燃料棒を３㎝に切断し、硝酸を加えペレットだけ

を溶解させる。さらに溶媒を用いてウラン、プルトニウム、核分裂生成物とに分離

する。

再処理実績 単位：トンＵ
ＵＰ２ （うちMOX） ＵＰ３

1996 ８６２ ８１８．９
1997 ８４９．６ ８２０．３
1998 ８１１．７（４．９） ８２１．９
1999 ８４８．６ ７１２．９
2000 ８１０．３ ３８７．２
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国別処理実績（２００１年１月１日まで ） 単位：トンＵ）
ＵＰ２ ＵＰ３ 計

フランス ７，４５８ － ７，４５８
ドイツ １，６４３ ２，８０６ ４，４４９
日本 １５１ ２，７９３ ２，９４４
スイス １３２ ４６０ ５９２
オランダ ８５ １４１ ２２６
ベルギー １３９ ４８８ ６２７

計 ９，６０８ ６，６８８ １６，２９６

再処理に伴う廃棄物の処理については、ガラス固化、セメント固化、アスファル

ト固化の３つの処理方法により処理される。

セメント固化：燃料棒の被覆材や構造物の部品が対象

アスファルト固化：廃液処理設備内の沈殿物と濃縮物が対象

ガラス固化：核分裂生成物を中心とする高レベル廃棄物が対象

ラ・アーグのガラス固化処理施設としては、Ｒ７、Ｔ７があり、ここで作られた

ガラス固化体は、キャニスターというステンレス鋼製の容器に注入された状態で、

１５０００本格納できる貯蔵室で各国への返還を待っている （100本で50基分の原。

子力発電所の廃棄物に相当）

４ 地域住民への情報提供の状況

① 環境への影響

１９９７年から２年間かけて、特別委員会（構成員：産業界、科学者、ＮＧＯ

） 。 、等で英・独・スイスなどの科学者も含む が住民への環境影響を評価した 海上

大気中に放出される放射能は勿論、植物、動物への影響調査を実施、雨水・大気

・砂・植物など８万３千件を分析した。その結果は「ラ・アーグ工場の環境に与

える影響は非常に少ない」との結論がでた。年間の線量評価では0.01msv程度で

あり、自然界でも2.4msv、医療機器で1.6msv、パリからニューヨークへのフライ

トで0.02msvであることを考えると非常に少ないことがわかった。このようなこ

とを地域住民には分かりやすく話している。このような分析は毎年行っている。

周辺モニタリングはコジェマが一番たくさん実施しているが、この上に国、第

三者機関もサンプリングを行い、チェックしている。

② コジェマが行っているＰＡの内容

フランスでは、毎年世論調査が行われており、原子力について賛成は２０％、

反対は２０％、残り６０％は知らない（無関心）である。ＰＡはこの６０％の無

関心層を対象にしはじめている。ＰＡの内容はａ．対話、情報提供を各地域の議

員に行う（フランスでは輸送のリスクについての議論が多く、これに対応するた

め）ｂ．その地方に出張して集会を持つ、ｃ．市町村長・出身議員を施設に招待

、 ． （ 、 、 ）する ｄ 輸送に関わる組織にも情報提供する フランス鉄道 市民団体 大学

で、丁寧な説明を行い、施設を開放していく。危険性について言えば、再処理工

場は原子力発電所より低い （化学工場のようなもので、火災のほうが怖い）。
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④ ベルギー王国

調査日時 平成１４年５月２日（木）

相手方応対者 アレックス・ポルフレート

ベルギーエネルギー持続的発展省

事務次官

１ 原子力政策の行方

エネルギー資源に乏しいベルギーでは、１９７０年代のオイルショックを契機と

して、原子力発電の重点開発が進められた。１９７５年に最初の原子力発電所であ

るドール１号機が運転を開始し、以後１９８５年までの１０年間に合計７基571.2

ｋＷの原子力発電所が運転を開始した。しかし、８基目の原子力発電所については

１９８８年に誕生した中道左派連合政権が建設計画を放棄していた。

２００２年３月１日ベルギー政府は閣議で、同国の原子力発電所を２０２５年ま

でに段階的に全廃する法案の議会提出を決定した。法案は、現在稼働中の７基の商

業用原子炉について、操業開始から４０年を経過するものから順次閉鎖するという

もので、新規原子炉の建設は行わず、代替エネルギーでまかなう方針である。

しかし、フェルホフスタット首相は電力供給に支障が生じる場合は、原子力発電

の運転を継続するとしている。

２ 地球温暖化への取り組み

ベルギーの目標は基準年（１９９０年）に対し－７．５％であるが、達成までは

、 。時間が残されており 長期的な視点で選択肢を研究していくスタンスをとっている

発電でのＣＯ２の排出量は全体の２４％であり、原子力にこだわるよりも家庭・自

動車からの排出量を抑える方が効果的であり、この方面の研究に力を入れている。

原子力の代替エネルギーとして、①ガス、マイクロタービン、②分散型のコージ

ェネレーション、③太陽光や風力、④バイオマスなどを考えている。

３ 原子力全廃の閣議決定に至った経緯・その内容

１９９９年に現政府が発足した時から、原発廃止に向けて進んでいくことは決定

していた。法案は近く議会に提出されるが、議会の勢力（議席）が現在の政権と一

。 、 、致しているので通るであろう 法案の内容は ①これ以上原子力発電所を作らない

②現在ある原子力発電所は操業開始から４０年経過後全て廃止する。つまり、２０

１５年に最初の原子力発電所が閉鎖され、２０２５年に最後の原子力発電所が閉鎖

される。国民の間には閉鎖までの期間が長いという声が出ている。
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、 、チェルノブイリが影響したのではとの問いには 原子力全廃決定の最大の理由は

実は前政権が最終処分候補地を選定することができなかったことによる。前政権は

各自治体に最終処分の候補地としてどうかと呼びかけたが、全ての自治体で自分た

ちの自治体ではノーと言った。それが最大の理由であり、さらに緑の党はチェルノ

ブイリ以前から原子力に反対しており 今回の内閣にエコロジストが入っていた 現、 （

エネルギー・持続的発展担当大臣のオリビエ・ドゥルーズはグリーン・ピース元代

表である）ことも影響していると思う。

経済的に影響はないのかとの心配には、ベルギーはＥＵ加盟国の中で原子力発電

の割合が５８％にかかわらず電気料金が２番目に高い国であり、国民はあまり心配

していない。
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エネルギー持続的発展省にて。

ベルギーのテレビの天気予報。チェルノブイリも同じ画面に。
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⑤ ヨーロッパ委員会

調査日時 平成１４年５月 ２日（木）

相手方応対者 ヘレン・ドナフュー

エネルギー安定供給担当統括官

１ ホワイトペーパー「未来へのエネルギー：再生可能エネルギー」について

【成立経過】

1986年9月25日 欧州閣僚理事会が再生可能エネルギーの促進を決定

以降、欧州共同体（ＥＣＣ）全体で研究・技術開発を実施

1995年12月13日 欧州委員会がWhite Paper“An Energy Policy for the European

Union”を公表

競争力の改善、セキュリティの確保、環境保全が柱で、この中

で再生可能エネルギーを目標達成のための重要な要素と位置付け

1996年11月20日 欧州委員会がGreen Paper“ Energy for the Future :renewab

le sources of energy”を公表

＜Green Paperに関する議論＞

欧州閣僚理事会議

・再生可能エネルギーを2010年までに２倍（６％→１２％）にすることは、持

続可能な経済成長等のため適切

・再生可能エネルギーに関連する基準の整合性、市場を活性化させる適切な規

制、適切な投資の補助、情報公開が必要

欧州議会決議

・温暖化対策、エネルギーセキュリティへの貢献、中小企業等の仕事の創造に

おいて、再生可能エネルギーの役割は重要

・税に関する整合性、環境保護と基準、外部コストの内部化、エネルギー市場

の自由化に関する問題を解決する手段が必要

・2010年までにＥＵの再生可能エネルギーのシェアを15％にすることを提案

1997年11月26日 欧州委員会がWhite Paper“ Energy for the Future :renewable

sources of energy”を公表

【ホワイトペーパーの内容】

○ 再生可能エネルギーの割合を６％から2010年までに１２％に倍増

○ 目標に向けた次の具体的プロジェクトについてテイクオフキャンペーン（200

3年まで）を展開。３００億ユーロの関連投資の喚起。

★ 太陽光システム100万台（100万Kw）導入

2010年目標：300万Kw(1995年実績:3万Kw)<日本の2010年目標:482万Kw>→

★ 1000万Kwの大規模風力発電の建設

→2010年目標：4000万Kw(1995年実績:250万Kw) <日本の2010年目標:300万Kw>
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ヨーロッパ委員会エネルギー安定供給担当統括官の

ヘレン・ドナフューさんと。
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★ 1000万Kwth(設備利用率約60%で約4.3Mtoeに相当)のバイオマス施設建設

→2010年目標：26Mtoe(バイオガスを含めて135Mtoeを目標)

(1995年実績:44.8Mtoe)<日本の2010年目標:0.75Mtoe→81万kl>

★ 100%再生可能エネルギー供給のコミュニティを１００ヶ所選定

２「グリーンペーパー：欧州のエネルギー安全保障の確立に向けて」の内容に

ついて

２０００年１１月にグリーンペーパー「欧州のエネルギー安全保障の確立に向け

て」が発表された。これは欧州のエネルギー政策に関する協議用文書であり、これ

を元に大学の研究機関、企業、その他この議論に参加を希望するあらゆる者が参加

してディベートが行われた。ＥＵがこのような抜本的エネルギー政策の見直しを行

ったのはオイルショックが発生した１９７０年代以来で、その背景には、気候変動

枠組み条約の締結に見られるように地球温暖化の問題に対応し、ＥＵ域内における

電力・エネルギー市場の統合と自由化を押し進めるとともに、ＥＵ域外からの石油

・ガス輸入依存度の高まりから各国のエネルギーの自立を確保する必要がでてきた

からである。

【 】グリーンペーパーが指摘した主な問題点

① ＥＵのエネルギー自給率が５０％に過ぎず、今後２０～３０年対策を講じない

とすれば、自給率は３０％にまで落ち込むこと。

② 現在および将来（２０３０年）においても化石燃料への依存度が高いこと。

、 、③ ＥＵのあらゆる経済活動において 高い割合で域外エネルギーに依存しており

特に運輸、電力、生活部門のエネルギー消費が抑制できなければ、エネルギー依

存度は危機的なレベルになる。

、④ ＥＵのエネルギー輸入に要する費用は１９９９年実績で2,400億ユーロであり

輸入総額の６％、ＥＵ全体のＧＮＰの1.2％を占める。

⑤ 輸入先には偏重が見られ、石油の45％が中東から、天然ガスの40％がロシアか

ら来ている。一方現時点でＥＵは国際エネルギー市場に影響を与える術を有して

いない。などである。

【 】今後議論されるべき項目

① 安定供給と競争力を損なうことなく、域外からのエネルギー資源依存度を高め

ることは容認できるのか。

② ある国でとられた決定が他の国に影響を及ぼすような場合、ますます統合の度

合いを深める欧州市場がＥＵレベルで政策を統一、調整することが必要ではない

か。

③ エネルギー部門での課税措置や支援政策が、ＥＵ内の競争力を阻害することが

ないか。

④ エネルギー輸出国との関係において、供給・投資促進協定の内容をどのような
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ものにすればよいか。特にロシアとの関係の重要性を念頭に、どのようにすれば

量・価格・投資額を安定的にすることができるか

⑤ 石油の備蓄制度を天然ガスや石炭など他のエネルギーにも適用すべきか。ＥＵ

は備蓄制度に積極的に関与すべきか。

⑥ ＥＵ域内および近隣諸国におけるエネルギー輸送ネットワークをどのように開

発、管理すべきか。

⑦ 再生可能エネルギーの中には研究・技術開発、投資援助、運転面での支援が必

要なものがある。このような支援に現在かなりの利益を得ているガスや石油、原

子力といった部門が資金拠出すべきか。

⑧ 原子力が地球温暖化防止とエネルギーセキュリティにおいて一定の貢献度を有

することを認識した上で、ＥＵは放射性廃棄物の管理、原子力安全の確保、核融

合を含めた新型炉開発に対してどのように対処すればよいのか。

⑨ 京都議定書に盛り込まれた義務を果たすためにＥＵとしてはどのような政策を

とればよいのか。

⑩ ２０２０年までにバイオマスやその他の代替エネルギーの消費割合を２０％増

加させるという野心的プログラムを各国の努力で引き続き実施できるのか。

⑪ ４０％を占める家屋におけるエネルギー消費の抑制は、産業施設に適用されて

いるものと同様に税制優遇措置や規制により実施できるのか。

⑫ 全エネルギーの３２％を占める運輸部門での省エネは、道路運送と鉄道輸送間

で拡大している不均衡をどう矯正できるかにかかっている。この不均衡は避けら

れないのか。

⑬ 持続可能なエネルギー供給システム構築のために、どのようにして我々はヴィ

ジョンを確立し、公的機関や利害関係者の思考や行動を統合すべきか。

【原子力についての提言】

エネルギー安定供給、地球温暖化防止の観点から、中期的な原子力によるエネルギ

ー供給について検討されるべき。欧州では、原子力発電によって毎年ほぼ３億トンの

ＣＯ２の排出が抑制されている。しかし、こういった事実は原子力発電からの段階的

撤退や新規投資の一時的な中止を決めている国々の決定を害するものではない。現状

からいって、原子力発電からの撤退は、総発電電力量の３５％を在来のエネルギーや

再生可能エネルギーで供給しなければならないことを意味している。このようなこと

から、以下の事項を優先的に行う。

① 将来の原子炉、特に核融合炉の研究を支援するとともに、使用済み燃料管理と

廃棄物貯蔵の研究を継続、加速する。

、 、 、 、 、② 機器 濃縮 再処理 廃棄物管理の分野に関する最先端の技術能力 ノウハウ

輸出能力を維持すべき。

③ 最新の安全技術をクリアーできない発電炉の閉鎖・解体に関して、約束が果た

されるようにすべき。
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Ⅱ 「第２班」調査概要

１ 調査期間

平成１４年５月８日～１８日

２ 調査先

デンマーク（デンマーク電力産業組合）

スウェーデン（産業・雇用・通信省、ベクショー市ベクショーエネルギー公社）

フィンランド（貿易・産業省、オルキルオト使用済核燃料最終処分予定地）

３ 調査内容

○ デンマーク デンマーク電力産業組合訪問

デンマークのエネルギー政策、原子力発電に関するデンマ

ークの対応、電力自由化と再生可能エネルギー促進への対

応、エネルギー政策決定プロセス等の聞取調査

○ スウェーデン 産業・雇用・通信省訪問

スウェーデンの電力自由化と新エネルギー政策の動向、脱

原子力政策の現状と今後の進め方、エネルギー政策決定プ

ロセス等の聞取調査

ベクショーエネルギー公社視察

地域熱電供給施設におけるバイオマス利用の状況

○ フィンランド 貿易・産業省訪問

エネルギー政策上の原子力発電の位置づけ、使用済燃料最

終処分地決定までの経緯、新規原子力発電増設計画審議の

プロセス等の聞取調査

オルキルオト使用済核燃料最終処分予定地視察

及び処分地受け入れ自治体との意見交換



28

① デンマーク王国

調査日 平成１４年５月１０日（金）

調査先 デンマーク電力産業組合

応対者 クレステン ヨーノ 管理部長

１ エネルギー政策の展開

【原子力発電導入オプションの放棄】

デンマークでは、原子力発電導入については、１９６０年代から検討が進められ

ており、１９７０年代から８０年代前半にかけて、その是非が議論されている。最

終的には、１９８５年４月に国会で原子力に依存しない公共エネルギー計画を７９

対６７で承認し、原子力発電オプションの放棄を決定している （原子力発電を導。

入する場合は、国民投票を必要とする ）。

原子力発電導入オプションが反対された理由としては、環境ＮＧＯによる、省エ

ネ促進、再生可能エネルギー利用を軸にしたエネルギー需給見通しが示されていた

ことや原子力発電の安全性及び放射性廃棄物処分の見通しについての懸念があった

仮に事故が発生した場合の損失が大きすぎることに加え、デンマークは小国であり、

ことがあげられる。との不安が高かった

デンマークは、自国内で原子力産業を存続、維持できないことや、昔から農業国

で、かつ、中小企業がほとんどであることから、あまり大企業の意思が政治を動か

していくようにはなっていなかったとのことであった。

また、地球温暖化防止の観点からの原子力発電の有効性は認めるものの、その他

の要因を含め、判断されるべきではないかとのことでもあった。

【スウェーデンバルセベック原子力発電所に対する反対運動】

スウェーデンのバルセベック原子力発電所が、コペンハーゲン市の対岸約２０ｋ

ｍに位置しており、デンマーク側で反対運動が強かった。スウェーデン政府が原子

力全廃を目指すに当たり、バルセベック１号機は１９９９年に閉鎖されている。

【エネルギーの自給・再生可能エネルギーの開発】

１９７０年代早期のオイルショック時にデンマークはエネルギー消費の９０％以

上を輸入原油に依存していた。このため、輸入石油依存度を下げるエネルギー施策

を検討、展開することとなった。

当初、石炭火力への依存度を高めたが、環境問題への対応から、再生可能エネル

ギーの利用拡大、エネルギー利用効率の高い熱電供給システムの整備などの持続可

能な社会の建設を目指すこととなった。デンマークのエネルギーシステムは、大規

模な発電基地を建設するのではなく、小規模分散型として構築されている （図－。

１参照）
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○ エネルギー政策の推移

デンマーク政府のエネルギー基本計画は、１９７６年以降、４回策定されてい

る。基本計画の目標達成のために、規制法の制定、税制、補助金制度の整備、研

究開発などが推進されている。

◆１９７６年 デンマークエネルギー計画１９７６

１９７３年石油危機への対応、エネルギーセキュリティの確保に重点

エネルギー自給を目指す（北海油田の開発）

補助金制度を導入した省エネの奨励

エネルギー税の導入

◆１９８１年 エネルギー８１

１９７９～１９８０第２次エネルギー危機（石油価格高騰）

同時に環境配慮、再生エネルギー重視政策の推進

天然ガスへの転換、電熱供給システムの普及

◆１９９０年 エネルギー２０００

持続可能社会の構築

２００５年までにエネルギー消費量で１５％以上削減

（１９８８年比）

ＣＯ２排出量２０％削減（１９８８年比）

風力発電を２００５年までに１５００ＭＷ

バイオマスの推進（電気事業用で１４０万トンの義務づけ及び地域

暖房施設の普及）

二酸化炭素税の導入（１９９２年）

◆１９９６年 Energy ２１

エネルギー２０００を発展

２０３０年までにＣＯ２排出量５０％削減

再生可能エネルギーのシェアを２００５年までに１２～１４％

２０３０年までに３５％に引き上げる。

○ エネルギー政策の成果

オイルショック後の目標であったエネルギー自給は、北海油田の開発もあり、

達成され、エネルギーの有効利用の結果、エネルギー消費の抑制はほぼ達成され

ている。

再生可能エネルギー生産量は増加し、二酸化炭素排出量も抑制傾向にある。

２００１年１１月の総選挙で、社会民主党を中心とした連立政権から、自由党、

保守党を中心とした連立政権に交代した。新政権は、これまでの環境・エネルギー

省を分割し、人員の削減を図っており、エネルギー政策部門は、経済・産業省に移

管している。新政権はこれまでの環境政策目標は維持するが、目標達成のためのコ

スト、有効性を重視する傾向にある。
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２ 電力自由化と再生可能エネルギー推進

デンマークは、ノルドプール（北欧共同電力取引所）に参画し、北欧諸国との電

力自由市場を形成してる。また、ドイツとの電力ネットを経由し、輸出入が行われ

ている。現在、電力の輸出入はほぼ均衡している。

、 、 、デンマークは ＥＵ電力指令を受け １９９８年から段階的に自由化が開始され

２００３年には電力小売り全面自由化予定。

１９９９年、デンマーク国会で電力政策の改革が承認され、競争原理に基づくグ

リーン電力市場の導入の準備が進められている。

これは、全面自由化と同時に環境、再生可能エネルギーの促進を図るグリーン電

力市場制度を創設するものであり、小規模発電事業者の保護、未成熟技術を発展さ

せるための方策を導入すると同時に、グリーン電力購入割当量を定めたグリーン証

明書取引市場を２００３年までに導入予定となっている。全消費者はグリーンエネ

ルギーによって発電された電力の一定割合を購入する義務を負う。発電事業者は、

電力市場とグリーン証明市場に商品（電力及びグリーン電力というブランド）を供

給する。

３ デンマークのエネルギー政策決定プロセス

エネルギー２１などのエネルギーに関する重大な政策は、政府が作成し国会が決

議している。

※デンマーク国会:Folketing(People's Diet) 議員数１７９

４年に１度の選挙で１７５人の議員が選ばれる （残りはグリーンランド、。

ファロエ諸島の代表各２名 。）

選挙の投票率は高い。２００１年１１月の投票率は８９．３％

デンマークの発電会社は、地域のコミュニティ、住民の出資等が母体となって発

展したものが多い。大規模風力発電施設も、公営企業あるいは住民が出資者として

参画している。企業としての意思決定においても、地域住民の意向が反映されやす

いものとなっているという。

議会の下に組織されているデンマーク技術委員会の行うコンセンサス会議は、一

般人 ”Lay People”に、技術開発を評価し、その可能性と結果を決定する機会を

。 。（ 、提供 コンセンサス会議の出した結論が政府の政策にも影響を与えている 雇用

保険契約の際のＤＮＡ判定の禁止等）

コンセンサス会議は公開の場で行われ、国民・メディアの関心も高いとのことで

ある。
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多数設置された風力発電設備。デンマークではよく見られる「景色」である。
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４ デンマークの風力発電

国内には、約６４００基の風力発電施設があり、２０００年では、全発電電力量

の１３％は風力発電で生産されている。

火力発電施設 約 ８３００ＭＷ 風力発電設備 約 ２４００ＭＷ

地域コジェネ 約 ２０００ＭＷ 工場コジェネ 約 ４００ＭＷ

（２０００年現在）

デンマークの風力発電産業は世界最大の規模に成長しており、生産高１２５億ク

ローネ（約２２００億円）輸出５２億クローネ（約１０００億円 、１３，８００）

人を雇用（１９９９年レベル）を創出している。

デンマークでは、風力利用についての伝統もあり、１９７０年代から技術開発が

進められてきた。 （国土が平坦であり、標高１８０ｍ以下）

近年では、大規模洋上風力発電所の建設が進んでいる （ただし、新政権下では。

見直しの動きもある模様）

【ミドルグロンウィンドファーム】

風力発電施設 ２０００年１２月運転開始。

コペンハーゲン市海岸２ｋｍ沖に ４０ＭＷ（２０００ｋｗ×２０基 。）

５０％はコペンハーゲンエネルギー（市の公社）が所有。残りは市民が出資の

協同組合が所有。

現在、１６０ＭＷの海上ウィンドファームが２カ所で建設中。

風力発電施設は自然エネルギー利用ではあるが、科学技術の粋を尽くしたハイテ

クノロジーであり、利用効率の向上、技術改良による大型化が進んでいる。

個々の風力発電施設の出力は変動するので、高度な電力ネットワーク運用技術が

必要であり、現在は、北欧の電力ネットワークの中で運用がなされ、一定の有効な

電源となっている。
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◎参考

デンマークにおけるコンセンサス会議

デンマークでは、１９７０～１９８０年代のエネルギー政策論争を踏まえ、科学技

術政策の決定に当たり、テクノロジーアセスメントを導入している。

Teknologi Raadet(デンマーク技術委員会)は、デンマーク国会の下に、技術開発の

社会への影響の評価、技術に関する社会的討論の促進を目的として、設置された機関

であり、テクノロジーアセスメントの結果に基づき、国会、政府に助言を行う。

コンセンサス会議は、テクノロジーアセスメントの一手法として用いられているも

ので、専門家と一般市民"Lay People"が、公開の下で対話し、その結果として、最終

的にまとめた"Lay People"のコンセンサス文書を国会議員に報告するというものであ

り、一般市民、専門家、政治家の間のギャップを埋めるのが、コンセンサス会議の重

要な役割となっている。年に１、２回の割合で開催されている。

○ コンセンサス会議の標準手続き

事務局が、時宜を得た社会的課題であること、専門家の貢献が必要な課題であ

ること等の観点から選択したテーマを選択し、専門家パネルを構成する専門家を

選ぶ。

市民パネルは、公募した１０００人程度のリストから、年齢、性別、学歴、職

業、地域を考慮し１４人を選定し、構成される。

市民パネルのメンバーは、三カ月前から週末ミーティングを繰り返し、親睦を

深め、討議事項の基礎的勉強を重ねる。そして、争点となる質問事項と質問に答

える専門家の分野を検討して行く。

会議の１カ月前には、争点となる質問事項を決め、文書化するとともに、回答

する専門家パネルの構成を承認する。

コンセンサス会議は、週末の３日間で行われる。

第１日 専門家パネル※が市民パネルの質問事項への回答を中心に説明。

※ 財務、生物、法律、社会学、倫理学等検討課題に関連した分野

の中から１２～１５人で構成

第２日 午前中、質疑応答。

午後、市民パネルが最終文書草稿作成。夕方から草稿について討議。

第３日 市民パネルが最終文書を専門家パネルに説明。

専門家が市民パネルの結論以外で事実認識の誤り等を修正。

専門家パネルの説明文書とともに最終報告書を議会に報告する。
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○ これまでの検討課題

１９８７年の遺伝子技術の工業利用に始まり、２００１年まで、遺伝子組換食

品（1999 、在宅勤務（1997 、環境と消費（1996）等２１件のテーマについて、） ）

開催されている。昨年（2001）は、交通政策におけるロードプライシングの問題

が取り上げられ、市民パネルが政府のロードプライシング計画に反対表明。公共

輸送機関の整備、道路使用料金の徴収、燃料税の引き上げ、関連都市計画規制な

どの代替解決策に広く注目するよう、要請して終了している。

国民の合意形成の手法としてのコンセンサス会議については、公募者から構成され

る市民パネルの中立性、この手法が有効となる国の人口規模の問題などが指摘されて

いるが、通常の議論が対立型のものであるのに対し、パネラー間でのコンセンサスに

達するプロセスは政策決定者に有意な情報を提供できる。国民的議論のモデルになり

うるとの見解も示されている。

コンセンサス会議は、デンマークを発祥の地として、世界各国で試みられている。

日本では、農林省が遺伝子組換食品などについて実施している。

※デンマークにおけるコンセンサス会議のテーマ

１９８７ 遺伝子操作技術の産業と農業への応用

１９８９ 放射線食品照射

１９８９ ヒトゲノム計画

１９９０ 大気汚染

１９９１ 教育工学

１９９２ 動物の遺伝子操作

１９９３ 民生交通の未来

１９９３ 不妊

１９９４ 電子身分証明書

１９９４ 交通における情報技術

１９９４ 農業における統合生産

１９９５ 環境と食料における化学物質汚染

１９９５ 遺伝子治療

１９９６ 消費と環境

１９９７ 在宅勤務

１９９８ 食糧政策

１９９８ 漁業の将来

１９９９ 遺伝子組替食品

２０００ 騒音と技術

２００１ ロードプライシング
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◎参考

北欧諸国における電力市場の現状

今回の調査先であるデンマーク、スウェーデン、フィンランドをはじめ、ノルウェ

ーの北欧諸国は、電力自由化以前の１９６３年より、系統運用事業者の協力機関を設

立し、電力ネットワークを充実させてきている。

また、現在は、北欧共同電力取引所（ノルドプール）を設立し、北欧全体における

電力取引市場として機能している （ただし、電力取引の多くは相対取引により行わ。

れており、ノルドプールのシェアは約２５％程度である。

＜ノルドプールの経緯＞

１９９１ ノルウェーは電気事業の再編と市場の自由化を実施

１９９６ スウェーデンは、国内の電力市場自由化を行うとともにノ

ルウェーと電力市場を統合。両国は、共通の電力取引所（ノルドプー

ル）を開設

１９９８ フィンランドがノルドプールに参加。

１９９９ デンマーク西部がノルドプールに参加。

２０００ デンマーク東部がノルドプールに参加

北欧諸国の輸出入電力量（ＧＷｈ ２０００年）

輸 出 国

デンマ フィン スウェ ノルウ ドイツ ロシア ポーラ 輸 入 計

ーク ランド ーデン ェイ ンド

デンマーク 3,390 4,634 395 8,419

輸 フィンランド 8,216 131 4,520 12,867

スウェーデン 1,613 813 15,724 88 54 18,292

入 ノルウェー 146 173 916 231 1,466

ドイツ 5,994 659 6,653

国 ロシア

ポーランド 424 424

輸 出 計 7,753 986 13,605 20,489 483 4,751 54

（輸出－輸入） △ △ △ △△

666 11,881 4,687 19,023 4,751 3706,170
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② スウェーデン王国

調査日 平成１４年５月１４日（火）

調査先 産業・雇用・通信省 エネルギー・基礎産業課

応対者 マリア・ガーデング・エレンベルグ（ディレクター）

ロッタ・メディウス・ベレッタ （ 〃 ）

１ 原子力政策の行方

【１９８０年の原子力発電に関する国民投票】

スウェーデンでは、米国ＴＭＩ事故の翌年、１９８０年、当時、６基の原子力発

電所が運転中で、６基が建設中であったが、原子力発電に関する国民投票が行われ

た。国民投票３つの選択肢は各政党が提案したものでいずれも原子力発電の制限、

撤退を目指すものとなっていた。

選択肢１（１８．９％）

：建設中の６基の完成、全１２基に限定（雇用と福祉の維持を考慮して可能

な速度で閉鎖を進める 。）

選択肢２（３９．１％）

：選択肢１に電力消費抑制施策等の条件を付加したもの。

選択肢３（３８．７％）

：建設中の６基は中止し、運転中の６基は１０年以内に閉鎖。

議会は、国民投票の結果を受けて、原子力発電施設１２基に限定し、２０１０年

までに閉鎖することを決定した。

１９８６年のソ連チェルノブイリ原子力発電所事故では、ソ連外では、スウエー

デンが最初に感知しているが、スウェーデンも被害を被っている。

事故後、調査委員会が設置され、原子力発電閉鎖スケジュールを検証し、長期的

に原子力発電からの脱却、代替技術の開発を進めることとされている。

１９８８年には、１９９５年に原子力発電所閉鎖を開始する決定をしたが、１９

９１年には撤回されるなど、１９９０年代前半は実質的な閉鎖への前進は見られな

かった。

１９９６年になって、政府は、バルセベックの２基の原子力発電施設の閉鎖を含

むエネルギー政策を決定し、１９９７年国会による承認を得ている。
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この計画では、バルセベック１号機は所有者のシドクラフト社と合意の上、１９

９９年１１月までに閉鎖し、２号機も２００１年７月までに代替電源を確保した上

で閉鎖することとされた。また同時に従来の２０１０年までに全原子力施設を閉鎖

する路線は撤回された。

１９９９年１１月 バルセベック１号機を閉止したが、シドクラフト社の提訴も

あり、政府は所有者のシドクラフト社に相当の電力補償（バッテンフォール社から

リングハル原子力発電所の２５．８％を委譲し、その同額を政府はバッテンフォー

ル社に補償）するなどの、多大な補償を行っている。

、 、バルセベック原子力発電所２号機の閉鎖は 代替電源の確保が困難であることから

２００３年まで延長されている。

世論調査では、原子力発電の運転継続を支持が高く、閉鎖に対する賛成は少また、

ない。しかし、現政府当局は世論調査の結果は何か事故があれば一変するのではないか

とみている。

なお、地球温暖化防止に関して原子力発電の有効性は認めるものの、他の様々な

要因を含めて考えるべきとしている。

２００２年３月、与党３党間で合意されたエネルギー政策では、電力会社との交

渉によりドイツ型（全原子力施設を一定の期間までの運転の後に閉鎖）の路線を目

指す方針が示されている。

スウェーデンの脱原子力路線は、結局、１２基体制でできるだ運転を継続すると

いう１９８０年国民投票の選択肢１に路線に帰着する可能性が高い。

なお、スウェーデンでは、２００２年９月には、総選挙があるが、原子力発電の

継続・増設を主張する政党もありエネルギー政策も争点のひとつとなっている。

２ 再生可能エネルギーの利用促進

【現 状】

スウェーデンの再生可能エネルギーの主軸はこれまでのところ、水力とバイオマ

スとなっている。ただし、大規模水力発電は環境保護上から規制されている。
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・バイオマスの暖房エネルギー利用は９０年代前半顕著な伸びを示した。

・北欧諸国は泥炭（peat）を再生可能エネルギーに含めているが、欧州の中では

異論もある （スウェーデンでは過疎地域である北部の地域産業保護的意味合。

いもある模様：泥炭にはエネルギー税、二酸化炭素税がかからない ）。

スウェーデンは１９９６年に電力全面自由化（発送電分離）しており、自由化し

た際にノルウェーの電力取引所に出資参加してノルドプール社を設立、北欧共同電

力取引所を開設している。

○ １９９７年エネルギー政策プログラム

短期プログラムは、２００２年までの期限で、再生可能エネルギー供給の増大

と暖房用エネルギー源としての電力利用の削減を図る。

原子力発電については、バルセベック原発１基を１９９８年７月までに、もう１基

を２００１年７月までに閉鎖することとし、原子力発電所の全廃は、撤廃する。

再生可能エネルギー資源としては、小規模水力発電（1500ｋＷ以下 、風力発）

電、バイオマス利用の火力発電の促進を進める。エネルギー転換、開発促進は、

政府助成とエネルギー税制が主要手法。環境ボーナスとして、再生可能エネルギ

ーによる発電にはエネルギー税を還付する仕組みが取られる。

長期プログラムは、２００４年までの期限で大規模な再生可能エネルギーの開

発導入を目指すものとなっている。

【エネルギー政策２００２】

２００２年３月、連立与党の社会民主党と中央党、左翼党が合意したエネルギー

政策では、１９９７年プログラムの発展継続をベースとし、自由化された電力市場

の下で、環境に優しく再生可能なエネルギー供給と安定供給の両立を目指すもの。

再生可能なエネルギー供給の促進、エネルギーの効率的利用、熱電供給エネルギー

システムの強化を図る。

具体的な目標として再生可能エネルギーによる電力消費を２０１０年までに１０TW

h増やす （２０００年での実績が４TWh バイオマスが３．６TWh、風力が０．４TW。

h 。））

この目標を達成のために、従来の政策に加え、新たに、２００３年１月からグリ

ーン電力証書取引システムを導入する。

グリーン電力証書は、電力供給会社と消費者に一定のグリーン電力証書の購入を

義務づけるもので、電力会社は、電力グリーン電力証書の販売で収益を得ることに

なる。

また、風力発電の建設を促進するために、施設設置への助成、環境ボーナスの暫

定的延長を実施する。風力発電は、２０１５年まで１０TWhの施設を建設する計画

を策定する。海上、山岳地帯などへの建設の際への建設費用低減のため技術開発等

取り組むとしている。
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３ スウェーデンにおけるエネルギー政策決定プロセス

【国民投票制度 Refurendum】

スウェーデンでは、国会の意思を拘束しない諮問的な国民投票が１９８０年の原

子力発電に関するものを含め、これまで５回実施されている。

１９２２ 禁酒法の導入

１９５５ 自動車の右側通行

１９５７ 年金制度

１９８０ 原子力発電

１９９４ ＥＵ加盟

【政策決定プロセス】

スウェーデンでは、各省は、スタッフ機能のみを担当する小さな組織（行政の実

施は内閣の外局となる独立した中央行政庁が実施）であり、各省及び中央行政庁や

行政委員会等の恒常的な組織とは別に、時限的な調査委員会が設置され、政策・方

針の素案となる報告書を作成している。

１９９７年のエネルギー政策プログラムの決定に当たっても、エネルギー調査委

員会が設置され、政策の元となる報告書を作成している。

調査委員会のメンバーは、国会議員、行政機関の専門家、関連機関の代表、ＮＧ

Ｏ等で構成されるが、１９９６年のエネルギー調査委員会は政党代表者で構成され

ている。

また、調査委員会がまとめた報告書については広く関係機関に意見をもとめられ

。 、 、 、る これは 特にレミス手続きと呼ばれており 案件に関係するあらゆる利益団体

行政機関は、送付される文書に回答して意見を表明することができる仕組みとなっ

ている。

政府が、調査委員会を設置、指示

（委員：政党関係者、行政官等で構成）

報告書作成 政府が検討

関係する公的機関、関係組織

計画草案作成 自治体のコメントを得る

その後、政府が草案を作成

議会委員会で審議

議会で承認
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○ ベクショー市ベクショーエネルギー公社（スウェーデン）

調査日 平成１４年５月１３日

調査先 ベクショーエネルギー公社

応対者 ロッタ・トランビック（焼却炉の研究員）

ベクショー市は地域暖房システムのエネルギー源としてスウェーデンで最初にバイ

オマスを導入したスウェーデン中南部の自治体として知られている。

また、積極的にアジェンダ２１に取り組み、１９９６年には２０１０年までに１９

９３年比でＣＯ２の５０％削減等を目標とした「化石燃料ゼロ宣言」をして注目され

ている。

ベクショー市 人口７４，０００人。周辺は、昔は岩だらけのやせた土地であった

というが、現在は林業の中心地で、スウェーデン有数のパルプ産業もある。

１９７０年には、ＷＨＯの大気環境基準も満たされていなかったとのことである。

【ベクショーの地域暖房システムの概要】

○ ベクショーエネルギー公社

年間生産量 熱量 ４３０ＧＷ 電力 １１８ＧＷ

売上高 ２９６ﾐﾘｵﾝｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈ（約３８億円）

従業員数 １２２人

燃料 バイオマス９７％以上（木材チップとオガクズ等）

５０，０００人が居住する市の中央部の９０％以上、顧客に暖房（パイプの総延

長１６０ｋｍ、温水を供給：出８０－１１０℃、戻４２－５０℃）を供給するとと

もに、発電電力は電力販売専門のオストクラフト社を経由して販売している。

○ バイオマス導入の経緯

１９７０ 地域暖房の導入

１９７４ サンドヴィック１号プラント操業開始 重油専焼

１９７９ VEAB発足 ベクショー市内の各社の施設を併合

１９８０ バイオマス燃焼可能に改造

１９８３ 〃

１９９６ サンドヴィック２号プラント完成

バイオマス専焼 能力１０４MW（熱６６MW、電力３８MW）
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ベクショー市のバイオマス施設
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、 。○ バイオマス燃焼への変更は 政府の燃料転換奨励の助成金により整備されている

１９８０年の施設燃料変更は４０％ １５ﾐﾘｵﾝｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈ（約２億円）の補助

１９９６年の２号プラントの建設費は４４０ﾐﾘｵﾝｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈ（約５７億円）

税制（二酸化炭素税、二酸化硫黄排出税 、施設建設費の政府助成で、化石燃料）

との価格競争力を持たせている。

○ バイオマスの問題点

・燃料となる木材チップは、数ヶ月しか貯蔵できない。チップは熱量当たりの容積

比が大きいので遠距離からの輸送は経済性の問題が生じる。周辺１００ｋｍ以内

の森林から収集している。

○ ベクショー市の化石燃料削減対策

交通部門の削減が課題。

エタノール車の導入、再生可能資源由来燃料等の混合利用が対策。

ベクショー市の二酸化炭素放出量推移
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③ フィンランド共和国

調査日 平成１４年５月１５日（水）

調査先 貿易産業省エネルギー部

応対者 アンネ バテネン（チーフカウンセラー）

ヨーマ アウレラ（シニアアドヴァイザー）

１ フィンランドのエネルギー政策

【概 況】

フィンランドの産業の機軸は、森林、金属資源、電子工業であり、工業需要を中

心に２０１０年まで、１．５％／年のエネルギー需要増大が見込まれている。

フィンランドは１９９５年に電力自由化されているが、ノルドプールの中で電力

輸入国となっている （１５％程度を輸入）。

○ 地球温暖化対応

省エネ・再生可能エネルギーの利用促進はこれまでも積極的に推進しており、

世界で最初の炭素税導入国となっている。

また、水力発電は国土の条件からの制約。高低差がなく、自然保護からも現状

以上は望めない。

暖房に多くのエネルギーを要することから、早くからエネルギー効率の可能性

を追求しており、暖房の熱源も約５０％が地域暖房による熱供給となっている。

コージェネの割合も高い。

、 、 、 、○ デンマーク スウェーデンに比較し 現在 風力発電は小規模となっているが

再生可能エネルギー資源開発プログラムでは、風力発電は、２０１０年までに

４ＭＷから５０ＭＷに増やす計画となっている。

２０２５年までには、電力の５～１０％を生産するポテンシャルを有している

と評価されている。

２ 原子力発電所の増設オプションの選択

現在、フィンランドには、４基の原子力発電所があり、２基は旧ソ連の加圧水型

（ ） 、 （ ） 、 、ＰＷＲ であり ２基はスウェーデン製の沸騰水型 ＢＷＲ であり それぞれ

１９７０年代後半から１９８０年代初期に運転開始したものである。

政府が、２００１年３月に議会に提出した地球温暖化防止国家戦略「National

Climate Strategy Finland」において “電力供給源として天然ガスの利用増大を、

選択することは、 原子力を選択する場合より経済全体により多大な負担となる”

との結論がだされている。

２００２年５月、フィンランド国会は、５基目の原子力発電所の建設に関する“

原則決定”を審議している （５月２４日 １０７対９２で承認）。
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今回の原則決定はＴＶＯ社（フィンランド産業電力）が、２０００年１１月に申

請した既設の原子力発電所のある２地区のいずれかに１０００～１６００MW級の原

子力発電所を建設するという計画についてなされたものである。

（１９９３年には、政府が新規原子力発電所の建設を承認したが、国会で否決 ）。

今回のフィンランド国会の議決に先立ち、２００２年１月になされた政府の原則

決定の承認も内閣の投票（１０対６）によるもの（連立政権）であった。

貿易産業大臣は、電力需要の増大への対応とともに、二酸化炭素放出削減のため

の石炭発電の代替電源の必要性を強調している。

○ 増設を巡る主な論点

・原子力発電は放射性廃棄物と事故のリスクが問題である。

・フィンランドには再生可能エネルギーの開発ポテンシャルを有しており、原子

力に依存する必要はない。

・環境問題、長期的な気候変動問題からも原子力は優位である。

・天然ガスのオプションは唯一のライン系統に依存することになり、エネルギー

セキュリティ上の問題がある。

○ ＴＶＯ社は、原子力発電は、発電コストが低く、安定供給が可能であり、自由

化された北欧電力市場でも対応可能な電源と考えている。

○ 原則決定を申請したＴＶＯは原子力発電を中心とした発電会社。オルキルオト

原子力発電所以外にMeri-Pori石炭火力１基（５６５ＭＷ）の４５％を所有。株

式は、ＰＶＯ（フィンランド北部電力）社が筆頭株主(約５７％ 。次いでFortum）

社（約２７％）が所有。会社設立の目的は、株主に原価で電力を供給することと

なっている。なお、フィンランド北部電力は、フィンランドの紙・パルプ企業を

中心とした大口需要家が共同で設立した電力会社である。

３ フィンランドにおけるエネルギー政策決定プロセス

フィンランド原子力法では、原子力事業の実行（発電所、廃棄物処分場の建設）

には、政府からの建設許可と運転許可取得に先立ち、政府から原則決定の承認を得

る必要がある。これは、当該事業が社会全体の利益に適っていることを認証すると

いうような意味を持っている。

原則決定は、１５年有効であり、企業にとっても、社会的、政治的決着が事業の

早期の段階で図られるというメリットがある。原則決定を受けても直ちに許可では

なく、個別法令による許認可申請を行う。ＳＴＵＫによる安全審査も行われる。
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フィンランド原子力法における”原則決定”プロセス

企業が原子力施設の環境アセスメントを開始

原子力施設建設原則決定のための申請書を貿易産業省に提出

貿易産業省は放射線・原子力安全センター（ＳＴＵＫ）に予備的

安全審査を求める。

また、環境省と立地予定自治体、隣接自治体及びその他の関係団

体に声明を求める。ＳＴＵＫと立地自治体は拒否権を有する。

貿易産業省は、立地地域の住民及び隣接自治体へのヒアリング

を行う。

内閣による原則決定についての検討。

内閣の肯定的な”原則決定”に対する結論について

国会の承認を要する。

原則決定が得られた場合、企業は原子力施設の建設許可を申請



47

○ オルキルオト使用済核燃料最終処分予定地

調査日 平成１４年５月１６日（木）

調査先及び対応者

ＴＶＯ社 アティ・トイボラ（社アドバイザー）

ポシヴァ社 チモ・セッパラ（広報マネジャー）

ヨハンナ・ハンセン（処分技術設計コーディネーター）

ユーラオキ自治体 自治体長、議会議長、行政評議会議長 他

○ フィンランド国会は、２００１年、オルキルオトを使用済燃料最終処分予定地と

して、今後の調査の実施を決定した。

○ オルキルオトは、ＴＶＯ社原子力発電所８４万ｋｗ２基（１９７８、１９８０に

運転開始）及び 中低レベル放射性廃棄物処分施設（１９９２年から操業 、使用済）

燃料中間貯蔵施設（１９８７年から操業）が設置されている。

○ オルキルオトはユーラオキ自治体（人口約６０００人 面積約４６０ｋｍ２）

＜経 緯＞

１９８３ 処分計画策定の際の基準について政府決定。

１９８３－１９８５ サイト確定調査 全国をブロック化し、１００ブロック以

上の適性を検討。候補地を５地点に絞る。

１９８７－１９９２ 概略サイト特性調査 ５地点について、ボーリング調査な

どを行い、３サイトに絞り込み。

１９９３－ ３サイトに原子力発電所の立地地点ロビーサ４地点に詳細

サイト特性調査を実施。

１９９５ 原子力発電２社（ＴＶＯ、フォーラトム社）が出資して処

分実施。主体となるポシヴァ社を設置。

１９９７ 候補４地点で環境影響評価手続き開始

１９９９（５月） ポシヴァ社、オルキルオトを最終処分地候補地として以後

の設置する「原則決定」を申請。

２０００（１月） オルキルオトの位置する地元自治体ユーラオキ議会で最終

処分地の設置を承認（２０対７）
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オルキルオトにて
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２０００（１２月） 政府は原則決定を承認

２００１（５月） 国会は１５９対３の多数で原則決定を承認

２０００－２０１０ 最終処分のための現地調査施設の建設、研究

２０１０－２０２０ 最終処分場の建設

２０２０～ 最終処分開始

、 。○ フィンランドの地質は １０億年以上の歴史を持つ世界有数の古い花崗岩の岩盤

オルキルオトも花崗岩の岩盤地下５００ｍに最終処分場を建設を予定。

緑の党もオルキルオトへの決定については国会で同意。ただし、放棄ではなく、

必要な場合は再度取り出せる状態にしておくことを求められた。

○ 国民、地域住民の意識調査

原則決定については、多数（約８０％）が同意しているが、自分の居住地区に建

設されることには安全性が保証されても賛成は３０％に止まっている。これに対し

て原子力発電所立地の２地区では、６０％が同意している。

○ ポシヴァ社は、自然環境の特性とともに、今後の使用済燃料の輸送量、地区住民

の意向（ロビーサは賛成多数であるが、組織的反対も存在）等を考慮して、オルキ

ルオトに決定した。

○ ユーラオキ自治体は原子力発電所立地の際には、放射性廃棄物の自治体外への搬

出を条件としていた。しかし、その後、原子力発電所との信頼関係が構築され、原

子力発電による利益を享受した現在の世代が責任を持って廃棄物の処理に対応しな

ければならないとの考えから、当初の意向を撤回し、地元で処分場を受け入れたと

のことであった。

◆受け入れ理由

①核施設に住民が慣れている。

②雇用効果

③経済効果

④対外的ＰＲ

○ ただし、近隣の自治体（ラウマ市人口４万人等）の意見も聞くべきとの声もあっ

た。

○ 自治体としての財政安定。地域の雇用、人口の維持が課題。

本年（２００２）７月から、ＰＯＳＩＶＡ社（５０人）も本社をヘルシンキから

ユーラオキに移すことが決定している。

、 。原子力施設の観光資源利用に利用し 地域振興を図ることにも関心を寄せている
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